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活躍のフィールド

労働基準行政

労働基準監督署は、全国に321署あり、労働基準法、労働安全衛生法などの法令に基づき、

労働者の労働条件（労働時間、賃金等）の確保・改善、職場の安全や健康の確保を図るための

取組を行っています。

また、労働者が仕事や通勤により病気やケガをした場合の治療費用や、療養のために仕事を

休み、賃金が支払われない場合の補償などの労災保険の給付を行っています。

雇用環境・均等行政

雇用環境・均等部（室）は、全国の労働局内にあり、誰もがいきいきと働きやすい雇用環境を

実現するため、働き方改革の推進、非正規雇用労働者の待遇改善、ハラスメント対策の推進、女

性の活躍推進、ワーク・ライフ・バランスの推進、多様な働き方の実現に向けた環境整備などに

取り組んでいます。

また、労働局全体の施策の企画・立案、調整、広報などをとりまとめるほか、都道府県や労使

団体などの窓口として、総合調整などの役割を担っています。
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労働基準行政

労災補償 労働保険適用徴収

労災担当部署では、仕事や通勤によるケガなど、

労働災害に遭われた方やそのご遺族に対して、迅速

かつ公正な保険給付を行っており、保険給付などに

関する相談をはじめ、給付請求書の受付から審査、

調査、決定までの業務を担当しています。

また、社会復帰に向けた事業（義肢等の支給や遺

児の就学費用の援助等）を実施するなど、被災労働

者やそのご遺族の生活保障に欠かせないものとなっ

ています。

過労死等や石綿健康被害などの労災請求について

は、関係者からの聴き取りや医証の収集などの調査

を行い、業務に起因するものかどうかを迅速・適正

に決定することが求められています。

労災担当部署の職員は、労災保険がその役割を果

たせるよう、労災請求に対する調査等を通じ、労災

補償に関する実践的知識・経験を培い、労災保険制

度に関するエキスパートとして活躍することが期待

されています。

労働保険とは、労災保険と雇用保険の総称です。保

険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保

険料の徴収等については、労働保険として、原則的

に一体のものとして取り扱われています。

農林水産の一部の事業を除き、労働者（パートタイ

マー、アルバイト含む。）を一人でも雇用していれば労

働保険の適用事業となり、事業主は成立手続を行い、

労働保険料を納付しなければなりません。

労働局では、労働保険適用関係申請書等の審査や

労働保険料の審査、調査及び収納・徴収の業務を

行っています。

労働保険未手続の事業主に対する手続指導、立入

検査、滞納事業主に対する差押執行など、日々の業

務が費用の公平負担、さらには労働保険制度の健全

運営につながる、とてもやりがいのある仕事です。

事業主から提出された「労働保険料申告書」
です。
雇用している労働者の賃金総額に保険料率
を乗じることで、保険料額を算出し、徴収し
ます。
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主な業務の紹介

雇用環境・均等行政

雇用環境・均等部（室）では、誰もがいきいきと働

きやすい雇用環境を実現するため、働き方改革の推

進や女性の活躍推進、多様な働き方の実現に向けた

環境整備などの業務を担っています。

企業指導業務の担当は、次の業務を行っています。

• パワーハラスメント、セクシュアルハラスメントの

防止、妊娠・出産を理由とする不利益取扱いなど

に対処するための事業主への指導

• 同一労働同一賃金の実現に向けた非正規雇用労

働者の待遇改善、仕事と育児の両立などの相談対

応

• ｢くるみん｣｢えるぼし｣など両立支援や女性の活躍

を推進する企業の認定

企業指導業務の担当者は、幅広い法律の知識を駆

使し、法律が守られるよう企業指導のエキスパート

として活躍することが期待されています。

企業指導 広報 ・企画調整

広報・企画調整業務の担当は、次の業務を行って

います。

企画調整業務

• 労働局が各地域で施策を総合的に展開するため

の企画、労働局内外の調整

• 労働局の行政運営方針の策定

広報業務

• 労働局全体の施策の周知広報

• 記者会見の主催、ホームページの管理

• 労働法制セミナーの開催

• 企業の両立支援の取組、時間外労働の改善の取組、

最低賃金引上げの取組を支援するための助成金

の支給

広報・企画調整業務の担当者は、労働局全体の動

きに関わる存在であり、地域の働き方改革を推進す

る存在として活躍することが期待されています。
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